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会 長 中川　秀一

副 会 長 曽村　充利

委 員 園原　健弘 大前　祐介 福田　治郎

苅部　俊二 鈴木　岳夫 藤田　靖浩

幹 事 長 丹治　友伽

副幹事長 本間　雅子

各校幹事 丹治　友伽 （明大） 齋藤　　司 （明大）

山崎　真美 （法大） 本間　雅子 （法大）

田村　颯斗 （慶大） 原田莉々子 （慶大）

東　　陸央 （早大） 望月　那海 （早大）

赤尾　優介 （東大） 高橋　　創 （東大）

清水　悠人 （立大） 梶山　翔平 （立大）

顧 問 櫻井　孝次 	 （早大）	 中澤　　仁 	 （慶大）

八田　秀雄 	 （東大）	 鴨志田志郎 	 （立大）

田崎　博道 	 （慶大） 小林　宣道 	 （東大）

田村　　厚 （明大） 野口　泰三 	 （立大）

松本　　穣 	 （明大）	 藤田　幸雄 	 （法大）

山本　征悦 	 （早大）

大 会 役 員大 会 役 員
第 55 回東京六大学対校陸上競技大会
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競 技 役 員競 技 役 員

総 務 田村　颯斗

総 務 員 原田有里子

岩浅　優花

齋藤　　恒

西村　悠真

橋本　千佳

審 判 長 加賀見康晴

ト ラ ッ ク 審 判 員 平田　知基

ア ナ ウ ン サ ー 小澤　真紀

マ ー シ ャ ル 西村　悠真

競 技 者 係 吉村　直人 羽田慎太郎 白杉　　快 住友　雅紀

医 務 員 坂本研太郎 長谷部真希

風 力 計 測 員 岩川　雄斗 緒方　春斗 東原　愛斗 横井　嵩洋

永島　悠平 夜久幸之助

用 器 具 係 橘谷　祐音 鳥塚　健太 櫛田　佳希 齋藤　拓海

東原　豪輝 尾﨑　健斗 高橋　海童

周 回 記 録 員 松尾　史弥 長橋　悠馬 高須賀大勢

計 時 員 立教大学陸上競技部

写 真 判 定 員 松本　麗央 竹内　優太 木村　千紘 大原　伊織

観 察 員 篠田　琉誓 早稲田大学競走部

スターター・リコーラー 吉川　昴希 石橋　新大 松本　一晟 小茂田勁志

出 発 係 小林　芳行

跳 躍 審 判 員 横田龍之助 早稲田大学競走部

投 擲 審 判 員 大木　啓矢 有村　和真 松村　徳大 廣瀬　楓真

赤坂　恵佑 古本　爽華

受付（ 一 般 席 ） 尼子　夏年 大貫　達雅 田口　　翔 太田島公太郎

受付（学生席、選手） 佐口向日葵 杉田　真英 島田　　拓 前田　健心

井坂　佳亮

導 線 案 内 立教大学陸上競技部
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東京六大学対校陸上競技大会会則

第１章　　総　　　則

（名　　　称）
第１条	 本大会は東京六大学対校陸上競技大会と称し学生自治のもとに毎年１回これを開催する。
（組　　　織）
第２条	 	本大会は立教、明治、法政、慶應義塾、早稲田、東京の六大学をもって組織し、前記大

学の各２校が１年交代で幹事校となり交互に主幹事校及び副幹事校を行うものとする。
(事　　　業)
第３条	 本大会の役員は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
	 （１）大会運営に必要な総合計画の樹立及び推進に関すること
	 （２）関係機関団体との連絡調整に関すること
	 （３）大会準備及び運営に必要な経費の調奨に関すること　　　
	 （４）その他、目的達成に必要な事業に関すること

第２章　　組　　　織

（役　　　員）
第４条	 本大会には次の役員を置く。
	 （１）会　長	 １名　（主幹事校部長）
	 （２）副会長	 １名　（副幹事校部長）
	 （３）委　員	 ６名　（各校監督）
	 （４）幹　事	 12名　（各校学生２名）
	 前項役員のほか顧問及びその他役員を置くことができる。
	 顧問は役員会にして推薦し、会長が委嘱する。
	 幹事のうちより幹事長、副幹事長、会計、監査を互選する。
（役員の職務）
第５条	（１）会長は本大会を統轄すると共に役員会を開催する。
	 （２）副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。	
	 （３）委員は大会運営について会長、副会長を補佐し幹事の相談に応ずる。
	 （４）幹事は本大会の目的を達成するための必要な事項を行う。
	 （５）顧問は本大会の重要な事項について会長の諮問に応ずる。

組 織組 織
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（役員の任期）
第６条	 役員の任期は、本大会の目的が達せられるまでとする。ただし特別な理由があるときは
	 この限りではない。

第３章　　会　　　議

（会　　　議）
第７条	（１）本大会の会議は役員会とする。
	 （２）役員会は会長が招集しかつ議長となる。
（役　員　会）
第８条	 役員会は次の事項を議決する。
	 （１）会則の制定改廃に関すること。
	 （２）本大会の目的を達成するための基本方針並びに大会運営の細目的事項に関すること。
	 （３）予算及び決算に関すること。
	 （４）その他重要な事項に関すること。
（決　　　議）
第９条	 役員の議決は出席役員の過半数をもって決し、否同数の時は議長の決するところによる。

第４章　　会　　　計

（経　　　費）
第10条	 本大会の経費は、負担金及び補助金、その他の収入をもってあてる。
第11条	 本大会の会計期間は第６条の役員の任期をもって完了する。
（監　　　査）
第12条	 監査は本大会を監査し役員会に報告しなければならない。

組 織組 織
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第５章　　要　　　項

（主　　　催）
第13条	 本大会の主催は次のとおりとする。
	 明治、法政、慶應義塾、早稲田、東京、立教
（運営協力後援）
第14条	 運営協力	 　開催地、都、県、陸上競技協会
	 後　　援	 　東京六大学ＯＢ会、関東学生陸上競技連盟
	 協　　賛	 　ミズノ株式会社、セイコーホールディングス株式会社
（出 場 資 格）
第15条	 参加六大学の学生で日本学生陸上競技連合登録者であること。
（競 技 方 法）
第16条	 本大会の競技規則は次のとおりとする。
	 開催年度の日本陸上競技連盟「規則」と本大会競技注意事項（プログラムに記載別に定
	 める）を適用する。
（対 校 得 点）
第17条	 対校得点は次のとおりとする。
	 	男子種目の得点は、１位８点、２位７点、３位６点、以下５、４、３、２、１点とする。
	 	ただしリレーに関しては１位８点、２位７点、３位６点、	４位５点、５位４点、６位３

点とする。
	 女子は全種目共通で１位３点、２位２点、３位１点とする。
（表　　　彰）
第18条	 本大会の表彰式は次のとおりとする。
	 （１）総合優勝
	 （２）トラック優勝
	 （３）フィールド優勝
	 （４）最優秀選手賞
	 	 トラック　　１名　　（会長賞）
	 	 フィールド　１名　　（副会長賞）
	 （５）敢闘賞　各大学　１名
	 最優秀選手賞・敢闘賞は競技終了後委員６名により選考し決定する。
第19条	 場所・日時・種目・出場制限については役員会にて審議し議決するものとする。

	 この会則は平成11年４月３日の第32回大会より実施する。

組 織組 織
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